
本
稿
で
は
、
荻
生
柤
侠
の
思
想
、
ま
た
思
想
形
成
上
に
お
け
る
天

命
説
の
意
義
を
考
察
し
た
い
。
従
来
、
柤
侠
の
天
命
説
は
、
そ
の
思

想
全
体
の
特
質
を
政
治
的
思
考
の
優
位
と
捉
え
て
解
釈
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
本
稿
で
は
、
柤
棟
学
の
論
理
構
造
自
体
か
ら
は
、
む
し
ろ

天
命
説
が
そ
の
政
治
的
思
考
に
優
位
す
る
と
考
え
る
。

柤
侠
学
の
特
質
を
政
治
的
思
考
の
優
位
に
見
る
考
え
方
は
、
既
に

江
戸
時
代
の
柤
侠
学
批
判
の
中
に
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
中
井
竹
山

は
「
仁
」
が
「
安
民
の
徳
」
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
上
に
在
る
人
」

に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
言
い
、
尾
藤
二
洲
は
「
道
」
が
「
三
代

一
、
本
稿
の
立
場
と
課
題

荻
生
柤
棟
の
天
命
説

の
礼
楽
」
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
が
亡
ん
だ
現
在
、
何
を
「
道
」
と
す

る
の
か
と
言
い
、
こ
う
し
た
矛
盾
点
を
抱
え
る
祖
棟
学
を
、
聖
学
の

（
１
）

衣
を
纒
っ
た
「
功
利
」
の
学
と
批
判
す
る
。
し
か
し
、
柤
侠
の
考
え

を
突
き
詰
め
る
と
、
「
下
に
在
る
人
」
、
つ
ま
り
政
治
的
地
位
を
得
ら

れ
な
い
者
に
も
、
そ
れ
相
応
の
「
命
」
が
あ
り
、
ま
た
「
三
代
の
礼

楽
」
が
亡
ん
で
い
る
と
い
う
現
状
に
も
、
そ
の
状
況
に
相
応
し
い
「
命
」

が
あ
る
こ
と
に
な
る
（
後
述
）
。
こ
こ
に
、
そ
の
天
命
説
が
政
治
的
思

考
に
優
位
す
る
と
考
え
る
中
心
的
根
拠
が
あ
る
。

丸
山
真
男
氏
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
は
、
改
め
て
指
摘
す
る

ま
で
も
な
く
「
道
徳
か
ら
政
治
」
「
自
然
か
ら
作
為
」
と
い
う
図
式

（
２
）

に
よ
っ
て
、
柤
棟
の
思
想
を
捉
え
る
。
こ
の
考
え
が
、
政
治
的
思
考

の
優
位
を
柤
侠
学
の
特
質
と
す
る
竹
山
や
二
洲
の
見
方
を
引
き
継
ぐ

片
岡
龍
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も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
見
易
い
。
た
だ
評
価
の
方
向
が
逆
に
な
っ
た

だ
け
だ
。
一
方
、
「
政
治
の
道
徳
へ
の
優
先
」
と
と
も
に
「
天
の
尊
敬
」

（
３
）

を
そ
の
特
質
と
し
て
挙
げ
る
吉
川
幸
次
郎
氏
「
柤
侠
学
案
」
以
後
、

柤
棟
学
の
特
質
を
め
ぐ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
提
出
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
見
解
の
相
違
は
、
畢
寛
、
「
道
」

に
関
す
る
柤
棟
の
発
言
の
ど
の
面
を
強
調
す
る
か
に
因
る
よ
う
で
あ

る
。

柤
棟
の
「
道
」
の
定
義
は
「
礼
楽
刑
政
」
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ

れ
は
「
敬
天
」
「
敬
鬼
神
」
、
或
い
は
「
人
情
」
に
も
と
づ
く
と
言
わ

れ
、
ま
た
「
統
名
」
と
も
称
さ
れ
る
。
こ
の
「
道
」
Ⅱ
「
礼
楽
刑
政
」

と
い
う
定
義
か
ら
は
、
い
わ
ゆ
る
「
道
徳
か
ら
政
治
」
と
い
う
図
式

が
浮
か
び
上
が
り
、
ま
た
、
そ
れ
が
先
王
の
創
造
物
で
あ
る
と
い
う

点
に
重
き
を
置
け
ば
、
「
自
然
か
ら
作
為
」
と
い
う
図
式
が
浮
か
び

上
が
ろ
う
。
さ
ら
に
、
そ
れ
が
現
在
亡
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う

点
に
注
意
す
る
と
、
こ
の
「
作
為
」
が
実
定
的
な
レ
ベ
ル
の
こ
と
な

の
か
、
礼
楽
制
作
の
基
礎
と
な
る
現
実
認
識
の
方
法
上
の
こ
と
な
の

（
４
）

か
が
問
題
と
な
り
、
ま
た
「
道
」
が
「
敬
天
」
「
敬
鬼
神
」
、
或
い
は

「
人
情
」
に
も
と
づ
く
と
い
う
点
か
ら
は
、
政
治
に
お
け
る
非
合
理

的
要
素
の
存
在
、
或
い
は
「
作
為
」
の
「
自
然
」
性
と
い
っ
た
面
が

（
５
）

云
々
さ
れ
る
。
ま
た
、
「
統
名
」
と
い
う
言
葉
か
ら
は
、
認
識
行
為

に
お
け
る
主
体
性
と
古
文
辞
学
の
「
方
法
」
と
の
関
係
が
問
題
と
な

（
６
）

ろ
、
っ
。

し
か
し
、
こ
の
う
ち
、
「
道
」
が
先
王
の
創
造
物
で
あ
る
と
い
う

点
は
、
制
作
の
権
限
を
「
聖
人
」
に
限
定
し
、
ま
た
「
聖
人
学
ん
で

至
る
べ
か
ら
ず
」
と
す
る
柤
棟
に
と
っ
て
、
あ
ま
り
問
題
に
な
ら
な

（
７
）い

。
ま
た
、
そ
の
礼
楽
が
現
在
亡
ん
で
い
る
と
い
う
点
も
、
不
完
全

な
が
ら
そ
れ
は
「
六
経
」
中
に
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
も

徒
ら
に
強
調
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
（
後
述
）
。
ま
た
、
「
道
」
が
「
人

情
」
に
も
と
づ
く
と
い
う
の
は
、
『
礼
記
』
等
を
根
拠
と
す
る
言
葉
で
、

「
道
」
を
「
礼
楽
」
と
す
る
以
上
必
然
的
に
出
て
く
る
言
い
回
し
で
あ
っ

て
、
こ
の
言
葉
が
柤
侠
の
思
想
中
そ
れ
ほ
ど
重
い
意
味
を
も
つ
と
は

（
８
）

考
え
難
い
。
ま
た
、
「
統
名
（
『
物
〈
Ⅱ
教
え
と
し
て
の
具
体
的
事
物
〉
』
の

統
合
的
名
称
）
」
と
い
う
の
は
、
具
体
的
事
物
に
直
接
対
応
し
な
い
「
道
」

と
い
う
語
の
も
つ
抽
象
性
が
「
道
」
Ⅱ
「
理
」
と
い
う
解
釈
に
結
び

つ
く
こ
と
を
牽
制
し
た
表
現
、
つ
ま
り
「
道
」
Ⅱ
「
礼
楽
刑
政
」
と

い
う
定
義
の
消
極
的
言
い
換
え
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
問
題
は
、
「
道
」
が
「
礼
楽
刑
政
」
で
あ
る
こ
と
と
、

そ
れ
が
「
敬
天
」
「
敬
鬼
神
」
に
も
と
づ
く
こ
と
と
の
関
係
如
何
に

し
ぼ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
従
来
は
、
前
者
を
柤
侠
学
全
体
の
特
質
と

見
倣
し
、
後
者
を
そ
の
非
合
理
的
側
面
と
捉
え
て
、
後
者
の
前
者
に

対
す
る
意
味
を
考
え
た
の
で
あ
る
（
後
述
）
。
し
か
し
、
後
者
を
非
合

理
的
側
面
と
捉
え
る
こ
と
は
、
果
た
し
て
正
し
い
解
釈
だ
ろ
う
か
。
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祖
棟
が
「
道
」
を
「
敬
天
」
「
敬
鬼
神
」
に
も
と
づ
く
と
述
べ
て

い
る
例
は
、
非
常
に
多
い
。
次
に
、
そ
の
例
を
列
挙
し
て
み
る
。

㈲
先
王
之
道
、
安
天
下
之
道
也
、
其
道
雛
多
端
、
要
帰
於
安
天
下

㈲
先
王
之
道
、
本
於
天
、
奉
天
命
以
行
之
、
（
『
弁
名
』
上
「
智
」
ｌ
）

㈹
自
古
聖
帝
明
王
、
皆
法
天
而
治
天
下
、
奉
天
道
以
行
其
政
教
、

是
以
聖
人
之
道
、
六
経
所
載
、
皆
莫
不
帰
乎
敬
天
者
焉
、
（
『
弁

名
』
下
「
天
命
帝
鬼
神
」
ｌ
）

㈲
孔
子
所
謂
不
知
命
無
以
為
君
子
也
者
、
本
謂
知
天
之
命
我
以
此

側
先
王
之
道
、
莫
不
本
諸
敬
天
敬
鬼
神
者
焉
、
（
『
弁
道
』
型

㈲
蓋
先
王
之
道
、
敬
天
為
本
、
礼
楽
刑
政
、
皆
奉
天
命
以
行
之
、

㈹
先
王
之
道
、
本
諸
天
、
奉
天
道
以
行
之
、
祀
其
祖
考
、
合
諸
天
、

道
之
所
由
出
也
、
故
日
、
合
鬼
与
神
、
教
之
至
也
、
故
詩
書
礼

二
、
「
敬
天
」
「
敬
鬼
神
」
の
解
釈

楽
、
莫
有
不
本
諸
鬼
神
者
焉
、
（
『
弁
名
』
下
「
天
命
帝
鬼
神
」
明
）

道
也
、
先
王
之
所
以
安
民
為
心
立
斯
道
者
、
亦
以
知
天
命
也
、Ｌ

故
非
知
此
則
無
以
為
君
子
也
、
宋
諸
老
先
生
忘
先
王
之
道
以
敬

焉
、
其
本
在
敬
天
命
、
（
『
弁
道
』
７
）

故
知
命
安
分
、
為
君
子
之
事
実
、
…
…
且
聖
人
之
道
、
敬
天
為

本
、
故
君
子
貴
知
命
、
（
『
論
語
徴
』
甲
「
学
而
」
ｌ
）

天
安
民
為
本
、
而
専
求
諸
己
…
…
（
『
弁
名
』
下
「
天
命
帝
鬼
神
」
６
）

人
之
立
道
、
奉
天
命
以
行
之
、
（
『
論
語
徴
』
癸
「
堯
日
」
３
）

（
以
上
、
傍
線
は
筆
者
）

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
「
道
」
が
「
敬
天
」
に
も

と
づ
く
と
い
う
用
例
に
較
べ
て
、
「
敬
鬼
神
」
に
も
と
づ
く
と
い
う

用
例
の
圧
倒
的
に
少
な
い
こ
と
で
あ
る
。
従
来
、
こ
の
「
敬
天
」

「
敬
鬼
神
」
は
、
柤
棟
学
の
非
合
理
的
側
面
と
見
倣
さ
れ
、
政
治
的

思
考
と
の
関
係
か
ら
は
、
（
ィ
）
政
治
を
神
秘
化
し
権
威
付
け
る
も
の
、

（
ｇ
体
制
認
識
に
お
け
る
呪
術
的
意
識
か
ら
の
離
脱
を
逆
説
的
に

支
え
る
も
の
、
（
ハ
）
政
治
に
お
け
る
文
化
的
・
宗
教
的
要
素
を
強

（
９
）

調
す
る
も
の
等
と
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
こ
の
「
敬
鬼

神
」
的
要
素
を
不
当
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
た
め
に
生
じ
た
歪
曲

で
は
な
か
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
数
の
上
か
ら
で
は
、
㈲
㈲
㈲
㈲
㈹
㈹

㈹
聖
人
之
道
、
安
民
之
道
也
、
而
敬
天
為
本
、
故
孔
子
日
、
不
知

命
、
無
以
為
君
子
、
（
『
論
語
徴
』
戊
「
子
竿
」
１
）

川
天
命
我
為
天
子
為
諸
侯
為
大
夫
為
士
、
故
天
子
諸
侯
大
夫
士
之

所
事
、
皆
天
職
也
、
君
子
畏
天
命
、
故
於
其
道
也
莫
不
尽
心
娼

帥
蓋
古
聖
王
之
道
、
以
奉
天
為
本
、
（
『
論
語
徴
』
癸
「
堯
日
」
ｌ
）

㈹
命
者
道
本
也
、
受
天
命
而
為
天
子
為
公
卿
為
大
夫
士
、
…
…
聖

皆
莫
不
本
於
是
焉
、
詩
書
礼
楽
、
莫
非
敬
天
、
孔
子
動
言
天
、

先
王
之
道
如
是
実
、
君
子
之
道
如
是
実
、
（
『
論
語
徴
』
辛
「
季
氏
」

８
） 力

已
、
…
…
殊
不
知
先
王
之
道
、
敬
天
為
本
、
聖
人
千
言
万
語
、
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㈹
の
例
に
見
え
る
よ
う
に
、
「
敬
鬼
神
」
よ
り
も
「
知
（
天
）
命
」

「
敬
天
命
」
「
奉
天
命
」
「
畏
天
命
」
と
い
っ
た
用
例
の
方
が
多
い
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
、
こ
れ
ら
の
語
と
「
敬
天
」
と
の
関
係
に

つ
い
て
考
え
よ
う
。

祖
侠
は
、
「
命
と
は
天
の
我
れ
に
命
ず
る
を
謂
ふ
な
り
」
（
『
弁
名
』

下
「
天
命
帝
鬼
神
」
５
）
と
、
「
命
」
と
は
天
の
我
々
に
与
え
た
命
令
で

あ
り
、
一
方
、
「
天
は
解
を
待
た
ず
。
人
の
皆
な
知
る
所
な
り
。
之

を
望
め
ば
蒼
蒼
然
、
冥
冥
乎
と
し
て
得
て
之
を
測
る
可
か
ら
ず
」

（
同
ｌ
）
と
、
「
天
」
と
は
誰
も
が
知
っ
て
い
な
が
ら
、
実
は
知
り
尽

く
す
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
と
言
う
。
し
た
が
っ
て
、
我
々

は
自
分
に
対
す
る
「
命
」
以
外
に
「
天
」
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

つ
ま
り
、
「
命
は
是
れ
天
の
命
ず
る
所
、
天
と
命
と
は
豈
に
岐
つ
可

け
ん
や
」
（
同
５
）
と
い
う
よ
う
に
、
我
々
に
と
っ
て
「
天
」
と
は
「
命
」

に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
天
」
が
「
命
」
に
ほ
か

な
ら
な
い
以
上
、
「
天
な
る
者
は
得
て
測
る
可
か
ら
ざ
る
者
な
り
。

．
…
：
古
の
聖
人
、
欽
崇
敬
畏
の
暹
あ
ら
ざ
る
こ
と
、
是
く
の
若
く
其

れ
至
れ
る
者
は
、
其
の
得
て
測
る
可
か
ら
ざ
る
が
故
を
以
て
な
り
」

（
同
５
）
と
、
そ
の
「
天
」
を
不
可
知
で
あ
る
ゆ
え
に
「
敬
す
る
」
こ

と
は
、
「
天
」
の
可
知
で
あ
る
部
分
、
す
な
わ
ち
「
命
」
を
「
知
る
」

こ
と
と
同
義
と
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
「
敬
天
」
と
は
「
知
命
」
の
裏

返
し
の
表
現
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
敬
天
命
」
「
奉
天
命
」
「
畏

天
命
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
両
者
を
総
合
的
或
い
は
修
飾
的
に
表
現

「
道
」
Ⅱ
「
礼
楽
刑
政
」
と
す
る
祖
侠
学
と
「
道
」
Ⅱ
「
理
」
と

す
る
朱
子
学
と
の
対
立
は
、
「
先
王
の
道
は
…
…
仁
を
主
と
す
…
。
：
、

後
世
の
儒
者
は
知
を
尚
び
、
理
を
窮
む
る
を
務
め
て
、
先
王
・
孔
子

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
再
び
㈲
～
㈹
の
用
例
に
戻
る
と
、
㈹
㈹
の
「
奉
天
道
」

と
い
う
表
現
が
、
若
干
政
教
の
神
秘
化
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
帯

び
て
い
そ
う
で
気
に
な
る
も
の
の
（
政
教
の
神
秘
化
に
つ
い
て
は
「
敬
鬼

神
」
と
併
せ
て
後
述
）
、
そ
の
ほ
か
は
お
お
む
ね
、
「
道
」
が
「
天
命
を

知
る
（
敬
す
、
奉
ず
、
畏
る
）
」
こ
と
に
も
と
づ
く
こ
と
を
述
べ
た

も
の
、
と
解
し
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
〈
「
道
」

は
「
敬
天
」
「
敬
鬼
神
」
に
も
と
づ
く
〉
と
い
う
形
で
取
り
挙
げ
ら

れ
て
き
た
柤
棟
の
考
え
は
、
む
し
ろ
〈
「
道
」
は
「
知
（
敬
、
奉
、
畏
）

天
命
」
に
も
と
づ
く
〉
と
取
り
挙
げ
た
方
が
、
よ
り
祖
侠
の
真
意
に

近
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
次
に
、
こ
の
但
侠
の
「
天
命
」
に
対
す
る
考
え
は
、

そ
の
政
治
的
思
考
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。
実
際
、

側
㈲
⑪
等
の
例
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
柤
棟
の
「
天
命
」
に
対
す

る
考
え
は
、
「
安
天
下
」
「
安
民
」
と
い
っ
た
語
と
密
接
な
関
連
を
も
っ

て
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
Ⅲ
）

三
、
朱
子
学
に
対
す
る
祖
侠
学
の
個
性
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し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
先
に
も
触

れ
た
よ
う
に
、
「
孔
門
の
教
へ
は
、
仁
を
至
大
と
為
す
。
何
と
な
れ
ば
、

能
く
先
王
の
道
を
挙
げ
て
之
を
体
す
る
者
は
仁
な
れ
ば
な
り
。
先
王

の
道
は
、
天
下
を
安
ん
ず
る
道
な
り
。
其
の
道
は
多
端
な
り
と
雛
も
、

要
は
天
下
を
安
ん
ず
る
に
帰
す
。
其
の
本
は
天
命
を
敬
す
る
に
在
り
。

天
我
れ
に
命
じ
て
天
子
と
為
し
諸
侯
と
為
し
大
夫
と
為
せ
ば
、
則
ち

臣
民
の
在
る
こ
と
有
り
。
士
と
為
せ
ば
則
ち
宗
族
妻
子
の
在
る
こ
と

有
り
。
皆
な
我
れ
を
待
ち
て
而
る
後
安
ん
ず
る
者
な
り
。
且
つ
や
士

大
夫
は
皆
な
其
の
君
と
天
職
を
共
に
す
る
者
な
り
。
故
に
君
子
の
道

は
、
唯
だ
仁
を
大
な
り
と
為
す
」
（
『
弁
道
』
７
）
、
「
聖
人
の
道
は
、

民
を
安
ん
ず
る
道
な
り
。
而
し
て
敬
天
を
本
と
為
す
。
故
に
孔
子
日

く
、
命
を
知
ら
ず
ん
ば
以
て
君
子
為
る
こ
と
無
き
な
り
、
と
。
又
日

く
、
君
子
仁
を
去
り
て
、
悪
く
に
か
名
を
成
さ
ん
、
と
。
是
れ
命
と

仁
と
は
、
君
子
の
君
子
た
る
所
以
な
り
」
（
『
論
語
徴
』
戊
「
子
竿
」
ｌ
）

の
道
壊
る
」
（
『
弁
道
』
別
）
と
い
う
よ
う
に
、
こ
れ
を
「
仁
」
と
「
知
」

（
Ⅲ
）

の
対
立
と
言
い
換
え
得
る
。
こ
れ
を
、
朱
子
学
の
「
天
」
を
「
知
」

ろ
う
と
す
る
方
向
に
対
し
て
、
柤
侠
は
自
分
の
思
想
を
「
民
」
を
治

め
る
「
仁
」
を
特
徴
と
す
る
も
の
と
位
置
付
け
た
と
し
て
図
示
す
る

と
、
図
ｌ
の
よ
う
に
な
る
。

図
－
天
し
鮴
弾
Ｘ
畑
醐
ｆ
民

た
だ
、
「
先
王
の
道
は
、
天
に
本
づ
き
、
天
命
を
奉
じ
て
以
て
之

を
行
ふ
。
君
子
の
道
を
学
ぶ
も
、
亦
た
以
て
天
職
に
奉
ず
る
こ
と
を

欲
す
る
の
み
。
我
れ
道
を
学
ん
で
徳
を
成
し
て
爵
至
ら
ざ
る
は
、
是

れ
天
我
れ
に
命
じ
て
以
て
道
を
人
に
伝
へ
し
む
る
な
り
。
君
子
は
教

学
以
て
事
と
為
し
、
人
知
ら
ず
し
て
偶
ら
ず
。
是
れ
を
之
れ
命
を
知

る
と
謂
ふ
」
（
『
弁
名
』
上
「
智
」
ｌ
）
と
い
う
よ
う
に
、
祖
侠
は
先
王

の
道
を
世
に
行
え
な
い
者
、
つ
ま
り
政
治
的
地
位
を
得
ら
れ
な
い
者

の
存
在
を
認
め
、
そ
の
「
命
」
を
道
を
伝
え
る
こ
と
に
あ
り
と
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
注
目
す
べ
き
は
、
「
士
は
先
王
の
道
を
学
ん
で
以

て
徳
を
成
し
、
将
に
以
て
世
に
用
ひ
ら
れ
ん
と
す
。
然
れ
ど
も
人
知

ら
ず
し
て
我
れ
を
用
ひ
ざ
る
や
、
其
の
心
豈
に
佛
鐙
す
る
所
莫
か
ら

ん
や
。
下
為
る
者
の
情
然
り
と
為
す
。
然
れ
ど
も
亦
た
命
有
り
。
先

王
の
道
を
世
に
行
ふ
は
、
命
な
り
。
先
王
の
道
を
人
に
伝
ふ
る
は
、

と
、
こ
の
「
仁
Ｔ
安
民
の
徳
）
」
が
「
命
」
と
密
接
な
関
係
を
も
つ

（
吃
）

て
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
天
が
我
々
を
「
我
れ

を
侍
ち
て
安
ん
ず
る
者
」
達
を
下
属
す
る
地
位
に
置
い
て
い
る
こ
と

自
体
が
、
そ
の
者
達
を
養
い
安
ん
じ
よ
（
Ⅱ
「
仁
」
）
と
い
う
天
の
「
命
」

（
旧
）

だ
、
と
柤
棟
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
関
係
を
上
引
の
記
述
を
参

考
に
し
て
図
示
す
れ
ば
、
図
２
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

図
＆
天
Ｉ
↓
Ｘ
１
１
口
↓
民

囹

（
Ｘ
Ⅱ
天
子
・
諸
侯
・
大
夫
・
士
等
）
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そ
う
す
る
と
、
先
に
柤
棟
学
と
朱
子
学
と
の
関
係
を
図
ｌ
の
よ
う

に
規
定
し
た
が
、
但
棟
の
こ
の
考
え
を
ふ
ま
え
る
以
上
、
朱
子
学
の

「
知
」
に
対
す
る
柤
棟
学
の
「
仁
」
と
い
う
個
性
は
い
ま
ひ
と
つ
は
っ

き
り
し
な
く
な
る
。
む
し
ろ
、
「
後
世
の
学
者
、
私
智
を
暹
し
く
し

て
自
ら
用
ふ
る
を
喜
び
、
其
の
心
散
然
と
し
て
自
ら
高
ぶ
る
、
…
…

遂
に
天
は
即
ち
理
な
り
の
説
有
り
。
其
の
学
は
理
を
以
て
第
一
義
と

為
す
。
其
の
意
に
謂
へ
ら
く
、
聖
人
の
道
は
、
唯
だ
理
の
み
以
て
之

を
尽
く
す
に
足
れ
り
、
と
。
…
…
則
ち
亦
た
天
は
我
れ
之
を
知
れ
り

と
日
ふ
・
豈
に
不
敬
の
甚
し
き
に
非
ず
や
」
（
『
弁
名
』
下
「
天
命
帝
鬼
神
」

ｌ
）
、
「
宋
儒
曰
く
：
．
…
。
是
れ
天
を
知
る
を
以
て
自
負
す
る
者
な
り
。

命
な
り
。
唯
だ
命
同
じ
か
ら
ざ
る
の
み
。
是
の
時
に
於
い
て
教
学
以

て
事
と
為
し
、
籍
り
て
以
て
憂
ひ
を
忘
れ
、
其
の
心
佛
篭
す
る
所
有

る
莫
し
、
：
：
：
是
れ
儒
者
の
事
」
（
『
論
語
徴
』
甲
「
学
而
」
ｌ
）
と
、

柤
棟
は
道
を
世
に
行
う
「
命
」
と
道
を
伝
え
る
「
命
」
と
の
間
に
価

値
の
序
列
を
認
め
ず
、
か
つ
後
者
を
自
ら
が
そ
の
存
在
で
あ
る
儒
者

（
Ｍ
）

の
事
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
図
３
の
よ
う
な
ケ
ー
ス

を
、
柤
棟
は
図
２
と
同
列
な
も
の
と
し
て
想
定
し
て
い
た
こ
と
に
な

る
。

図
３
天
Ｉ
剖
叫
ｌ
Ｘ
‐
‐
Ｉ
‐
‐
回
”
↓
後
世
の
人（

Ｘ
Ⅱ
儒
者
）

仁
斎
先
生
曰
く
：
：
：
。
是
れ
も
亦
た
天
を
知
る
を
以
て
自
負
す
る
者

な
り
。
：
．
：
．
是
れ
皆
な
自
ら
聖
と
す
る
者
な
り
。
古
の
聖
人
を
信
ぜ

ざ
る
者
な
り
。
天
を
敬
せ
ざ
る
者
な
り
。
夫
れ
天
な
る
者
は
知
る
可

か
ら
ざ
る
者
な
り
。
且
つ
聖
人
は
天
を
畏
る
。
故
に
止
だ
命
を
知
る

と
日
ひ
、
我
れ
を
知
る
者
は
其
れ
天
か
と
日
ひ
、
未
だ
嘗
て
天
を
知

る
と
言
は
ざ
る
は
、
敬
の
至
り
な
り
。
子
思
・
孟
子
に
至
り
て
、
始

め
て
天
を
知
る
の
言
有
り
」
（
同
４
）
と
い
う
よ
う
に
、
柤
侠
は
、
朱

子
学
に
代
表
さ
れ
る
後
世
の
学
を
、
天
を
理
と
し
、
天
を
知
ろ
う
と

す
る
不
敬
な
も
の
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
に
対
す
る
自
ら
の
学
を
、
天

を
不
可
知
と
し
、
天
を
敬
す
る
こ
と
を
根
本
と
す
る
と
位
置
付
け
て

（
喝
）

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
柤
棟
の
言
に
即
す
限
り
、
朱
子
学

に
対
す
る
柤
棟
学
の
個
性
は
、
我
が
天
を
「
知
」
る
と
い
う
方
向
に

対
し
て
、
天
が
我
を
知
る
、
即
ち
「
命
」
と
い
う
方
向
を
提
示
し
た

所
に
あ
る
。
そ
し
て
、
「
仁
」
と
は
、
こ
の
「
命
」
の
下
に
向
か
う

方
向
が
ス
ラ
イ
ド
さ
れ
た
と
考
え
た
方
が
、
わ
か
り
や
す
く
な
い
だ

ろ
う
か
（
図
４
）
。

図
４
．
剛
棟
学

Ｘ
；
Ｉ
Ｃ
‐
桐
山
民

・
天

・回
×
朱
子
学
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前
節
に
お
い
て
、
柤
棟
が
、
㈲
「
道
」
を
行
う
為
政
者
の
「
命
」

と
、
㈹
「
道
」
を
伝
え
る
儒
者
の
「
命
」
と
い
う
、
二
つ
の
「
命
」

を
想
定
し
て
い
る
こ
と
を
見
た
。
し
か
し
、
「
孔
子
の
所
謂
命
を
知

ら
ず
ん
ぱ
以
て
君
子
為
る
こ
と
無
き
な
り
と
は
、
本
と
天
の
我
れ
に

命
ず
る
に
此
の
道
を
以
て
す
る
を
知
る
こ
と
を
謂
ふ
な
り
。
先
王
の

安
民
を
心
と
為
し
斯
の
道
を
立
つ
る
所
以
の
者
も
、
亦
た
天
命
を
知

る
を
以
て
な
り
」
（
『
弁
名
』
下
「
天
命
帝
鬼
神
」
６
）
と
い
う
語
に
注
意

す
る
と
、
但
侠
が
さ
ら
に
、
仰
「
道
」
を
制
作
す
る
先
王
の
「
命
」

と
い
う
、
も
う
一
つ
の
、
「
道
」
を
媒
介
に
し
た
人
間
の
「
天
」
と

（
肥
）

の
関
わ
り
方
を
考
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
、

従
来
、
「
道
」
の
歴
史
的
変
遷
を
論
ず
る
際
に
し
ば
し
ば
問
題
と
さ

れ
た
「
行
礼
」
「
伝
礼
」
「
制
礼
」
（
『
祖
採
集
』
二
八
「
復
安
瘡
泊
」
６
）

と
い
う
区
別
と
も
対
応
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
三
つ
の
パ
タ
ー
ン

の
発
想
の
原
型
に
は
、
祖
侠
の
特
色
あ
る
孔
子
観
が
あ
る
と
思
わ
れ

ブ
（
》
○

柤
棟
は
『
論
語
』
の
「
五
十
に
し
て
天
命
を
知
る
」
を
、
「
五
十

に
し
て
命
ぜ
ら
れ
て
大
夫
と
為
り
、
五
十
に
し
て
爵
せ
ら
れ
、
以
て

先
王
の
道
を
其
の
国
に
行
ふ
。
学
の
効
は
、
是
に
至
っ
て
極
ま
る
。

然
れ
ど
も
五
十
は
始
め
て
衰
ふ
。
故
に
此
れ
自
り
し
て
後
は
、
復
た

四
、
祖
侠
の
孔
子
観

営
為
す
る
所
有
る
可
か
ら
ず
。
故
に
五
十
に
し
て
爵
至
ら
ざ
れ
ば
、

以
て
天
命
を
知
る
こ
と
有
る
な
り
。
孔
子
又
曰
く
、
我
れ
を
知
る
者

は
其
れ
天
か
、
と
。
天
の
我
れ
に
命
ず
る
に
先
王
の
道
を
後
に
伝
ふ

る
を
以
て
す
る
こ
と
を
知
る
な
り
」
（
『
論
語
徴
』
甲
「
為
政
」
４
）
と

い
う
よ
う
に
、
孔
子
は
肉
体
の
衰
え
始
め
る
五
十
歳
に
し
て
政
治
的

地
位
を
得
ら
れ
ず
、
「
道
」
を
当
世
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
運
命

を
知
っ
た
と
解
す
。
し
か
し
、
裏
を
返
せ
ば
、
そ
の
運
命
は
「
道
」

を
後
世
に
伝
え
る
使
命
で
あ
る
と
考
え
る
点
が
、
祖
侠
の
孔
子
観
の

（
Ⅳ
）

特
色
の
第
一
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
側
㈲
の
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
の
発
想

の
原
型
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
柤
侠
は
、
孔
子
の
時
代
、
既
に
「
道
」

は
失
わ
れ
よ
う
と
し
て
お
り
、
孔
子
は
礼
楽
制
作
の
能
力
を
も
っ
て

い
な
が
ら
、
時
勢
に
遇
わ
な
い
た
め
制
作
の
任
に
当
た
る
こ
と
が
で

き
ず
、
そ
の
代
わ
り
に
、
既
に
地
に
堕
ち
か
け
て
い
た
礼
楽
を
、
六

（
肥
）

経
と
い
う
書
物
の
形
に
し
て
後
世
に
伝
え
た
と
考
え
る
。
こ
れ
が
祖

採
の
孔
子
観
の
特
色
の
第
二
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
⑥
何
の
二
つ
の

パ
タ
ー
ン
の
発
想
の
原
型
が
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
い
ず
れ
の
場
合
に

も
、
祖
侠
が
孔
子
を
㈲
の
位
置
に
捉
え
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
し
て

（
四
）

卜
《
い
○

し
か
し
、
従
来
、
祖
棟
学
の
特
質
を
考
え
る
際
、
㈲
よ
り
も
側
の

要
素
が
重
視
さ
れ
て
き
た
の
は
、
祖
棟
の
孔
子
像
が
、
仰
の
点
に
お

い
て
い
ま
ひ
と
つ
明
瞭
で
な
い
こ
と
に
因
る
と
考
え
ら
れ
る
。
問
題

は
、
柤
侠
が
、
孔
子
は
時
勢
に
遇
わ
ず
、
制
作
の
任
に
当
た
る
こ
と
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が
で
き
な
か
っ
た
と
言
い
な
が
ら
、
一
方
で
、
「
孔
・
顔
の
時
は
、

革
命
の
秋
な
り
。
且
つ
顔
子
の
用
舎
行
蔵
は
、
孔
子
と
同
じ
。
若
し

天
之
を
許
さ
ば
、
亦
た
聖
人
な
り
。
故
に
孔
子
、
礼
楽
を
制
作
す
る

を
以
て
之
に
告
ぐ
」
（
『
論
語
徴
』
辛
「
衛
霊
公
」
Ⅲ
）
と
、
孔
子
の
時
代

を
「
革
命
の
秋
」
と
規
定
し
、
さ
ら
に
三
代
の
聖
人
の
み
に
許
さ
れ

る
は
ず
の
礼
楽
制
作
の
権
限
を
、
孔
子
ば
か
り
で
な
く
顔
淵
に
ま
で

（
別
）

認
め
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
従
来
し
ば
し

ば
問
題
に
な
っ
た
夏
・
段
・
周
に
お
け
る
「
道
」
の
因
革
を
め
ぐ
る

祖
棟
の
発
言
（
『
弁
名
』
上
「
道
」
２
）
も
併
せ
考
え
て
よ
い
。
こ
う
し

た
柤
侠
の
考
え
は
、
三
代
以
後
の
開
国
時
に
お
け
る
「
道
」
の
制
作

の
可
能
性
を
切
り
開
く
も
の
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
柤
侠
学
の
対
現
実

政
治
的
性
質
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
発
想
の
方
向
が
逆
な
の
で
あ
っ
て
、

孔
子
・
顔
淵
を
聖
人
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
ら
に
礼
楽
制
作
の
資

格
を
認
め
、
ひ
い
て
は
後
代
の
人
間
の
政
治
的
活
動
の
根
拠
を
そ
こ

に
認
め
て
い
こ
う
と
い
う
の
で
は
な
く
、
『
論
語
』
本
文
に
孔
子
が

顔
淵
に
四
代
の
礼
楽
を
告
げ
る
等
と
い
う
記
事
が
あ
り
、
こ
れ
は
解

釈
の
し
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
聖
人
以
外
の
人
間
が
礼
楽
を
云
々
す
る

と
い
う
偕
越
な
結
果
を
引
き
起
こ
し
か
ね
な
い
の
で
、
孔
子
・
顔
淵

を
聖
人
と
し
、
彼
ら
の
時
代
を
「
革
命
の
秋
」
と
限
定
す
る
こ
と
に

（
副
）

よ
っ
て
、
そ
う
し
た
可
能
性
を
回
避
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
な
に
よ
り
も
「
孔
子
の
聖
の
若
き
は
、
以
て
作
る
可
く
し

て
以
て
述
ぶ
可
き
な
り
。
命
至
ら
ず
。
故
に
敢
て
作
ら
ず
」
（
『
論
語
徴
』

丁
「
述
而
」
ｌ
）
と
、
孔
子
は
天
の
「
命
」
に
し
た
が
っ
て
、
結
局
は

制
作
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
「
命
」
と
「
道
」
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
柤

侠
の
「
道
」
Ⅱ
「
礼
楽
刑
政
」
と
い
う
定
義
は
、
朱
子
学
の
「
道
」

Ⅱ
「
理
」
に
対
抗
す
る
点
で
、
内
在
的
価
値
に
対
す
る
外
在
的
価
値

の
優
越
を
主
張
し
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ

の
価
値
の
外
在
化
の
過
程
で
、
祖
棟
学
は
二
つ
の
弱
点
を
抱
え
る
こ

と
に
な
る
。
一
つ
は
、
用
い
ら
れ
な
い
で
政
治
的
活
動
を
行
え
な
い

場
合
に
、
人
は
「
道
」
と
ど
う
関
わ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、

も
う
一
つ
は
、
実
際
に
「
道
」
が
亡
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
後
世
に
お

い
て
、
や
は
り
、
人
は
「
道
」
と
ど
う
関
わ
る
の
か
と
い
う
問
題
で

あ
る
。
初
め
に
挙
げ
た
竹
山
と
二
洲
の
柤
棟
学
批
判
は
、
ま
さ
し
く

こ
の
点
に
関
わ
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
弱
点
は
、
上
述
の
祖
侠

の
「
命
」
の
発
想
の
原
型
で
あ
る
孔
子
観
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
用
い
ら
れ
な
い
で
「
道
」
を
行
え
な
い
場
合
に
は
、
そ
れ

を
伝
え
る
と
い
う
「
命
」
が
あ
り
、
孔
子
が
そ
の
「
命
」
に
従
っ
て

「
道
」
を
六
経
と
い
う
形
で
伝
え
て
く
れ
た
お
か
げ
で
、
実
際
に
「
道
」

が
亡
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
後
世
に
お
い
て
も
、
六
経
の
記
録
に
使
用

さ
れ
た
言
語
Ｔ
古
文
辞
）
に
習
熟
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
は
「
道
」

と
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
「
命
」
の
観
念
の
導

入
を
俟
っ
て
は
じ
め
て
、
「
道
」
は
用
蔵
行
舎
、
万
世
を
貫
く
絶
対
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祖
侠
は
、
「
聖
人
の
心
は
、
得
て
測
る
可
か
ら
ず
。
唯
だ
聖
の
み

聖
を
知
る
、
…
…
儒
者
の
業
は
、
唯
だ
古
の
聖
人
の
書
を
守
り
て
、

以
て
後
世
に
詔
ぐ
れ
ば
、
其
れ
斯
ち
可
な
り
」
（
『
柤
棟
集
』
二
七
「
答

屈
景
山
」
ｌ
）
と
、
聖
人
の
心
を
推
し
測
る
の
で
は
な
く
、
古
聖
人

の
書
を
そ
の
ま
ま
正
し
く
後
世
に
伝
え
る
こ
と
を
、
儒
者
の
役
目
と

（
〃
）

す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
儒
者
の
業
は
、
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
孔
子

が
「
先
王
の
道
」
を
六
経
と
い
う
書
に
定
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
可
能

と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
「
聖
人
孔
子
に
至
り
、
文
を
肇
め
儒
を

肇
め
、
六
籍
朽
ち
ず
」
（
同
九
「
賀
香
国
禅
師
六
十
叙
」
）
と
、
柤
侠
が
こ

の
孔
子
の
六
経
に
関
す
る
事
業
に
儒
者
の
業
の
起
源
を
見
る
こ
と
は
、

当
然
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
祖
棟
が
自
ら
そ
の
存
在
で
あ
る
儒
者

の
業
の
性
格
を
、
上
述
の
如
き
孔
子
観
に
よ
っ
て
規
定
し
て
い
る
こ

と
は
、
注
目
し
て
よ
い
。
実
際
、
柤
棟
の
思
想
を
単
に
政
治
重
視
の

思
想
と
す
れ
ば
、
堯
・
舜
よ
り
も
孔
子
を
重
視
し
よ
う
と
す
る
仁
斎

に
対
し
て
、
祖
侠
は
政
治
的
に
不
遇
な
孔
子
を
切
り
捨
て
、
先
王
の

み
を
重
視
し
て
も
よ
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
し
な
い
で
、
祖

棟
が
「
制
作
」
の
事
実
の
な
い
孔
子
を
、
な
ん
と
か
聖
人
と
見
倣
そ

的
基
準
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
「
道
」
が
「
知
（
敬
、
奉
、
畏
）

天
命
」
に
も
と
づ
く
と
は
、
こ
の
謂
で
あ
ろ
う
。

五
、
「
文
」
と
「
武
」

う
と
し
て
い
る
の
は
、
そ
こ
に
そ
の
思
想
体
系
上
の
な
ん
ら
か
の
要

請
が
あ
っ
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
柤

棟
の
孔
子
観
、
即
ち
そ
の
儒
者
観
に
は
、
祖
侠
学
成
立
以
前
の
、
柤

侠
の
も
う
一
つ
の
関
心
が
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、

日
本
に
お
け
る
「
文
」
の
位
置
の
問
題
で
あ
る
。
次
に
、
こ
の
点
に

（
羽
）

関
し
て
考
察
を
進
め
る
。

「
予
江
翁
の
詩
を
調
し
、
而
る
後
神
祖
の
深
仁
厚
沢
の
、
民
に
入

る
者
の
至
り
て
挾
洽
す
る
を
知
る
。
吾
が
榑
桑
文
明
の
運
、
方
今
日

の
再
中
す
る
が
如
し
」
（
『
祖
侠
集
』
八
「
叙
江
若
水
詩
」
）
、
「
夫
れ
慶
元

以
来
、
治
化
の
軍
ぶ
所
、
文
章
日
び
に
興
る
。
而
し
て
逢
披
の
士
、

肌
を
操
る
を
以
て
業
と
為
す
者
何
ぞ
限
ら
ん
」
同
二
三
「
与
藪
震
庵
」

ｌ
）
と
い
う
記
述
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
祖
侠
学
成
立
以
前
、
柤

棟
は
日
本
に
お
い
て
家
康
の
治
世
時
か
ら
文
運
が
次
第
に
興
隆
し
、

ま
た
、
現
在
そ
れ
は
過
去
の
王
朝
時
代
に
も
優
る
勢
い
に
達
そ
う
と

し
て
い
る
、
と
考
え
て
い
た
。
ま
た
、
こ
の
文
運
の
興
隆
を
、
祖
侠

が
単
に
国
内
レ
ベ
ル
で
考
え
て
い
た
の
で
は
な
く
、
東
ア
ジ
ア
全
体

を
視
野
に
入
れ
て
い
た
だ
ろ
う
こ
と
は
、
「
方
今
右
文
の
化
、
無
外

に
昭
融
し
、
嘉
・
隆
を
蹄
ゆ
る
こ
と
万
万
な
り
」
同
二
七
「
与
佐
吻
真
」

ｌ
）
と
、
当
代
の
文
運
は
明
の
古
文
辞
派
最
盛
期
の
嘉
靖
・
隆
慶
時

を
凌
ぐ
と
言
い
、
ま
た
「
異
な
る
か
な
時
や
、
唐
虞
三
代
、
聖
人
教

へ
を
用
ふ
る
の
邦
に
し
て
、
鞠
ま
り
て
胡
土
と
為
る
。
文
の
時
と
与

に
、
闇
笏
と
し
て
鳩
む
に
幾
し
。
其
の
衰
ふ
る
や
斯
く
の
若
く
其
れ
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甚
だ
し
き
か
◎
夫
れ
低
ま
る
こ
と
有
れ
ば
必
ず
昂
ま
る
。
彼
に
訓
せ

ば
此
に
伸
ぶ
。
十
年
を
過
ぎ
ず
し
て
、
文
其
れ
将
に
大
い
に
吾
が
東

方
に
革
ま
ら
ん
と
す
る
か
」
（
同
八
、
二
火
弁
妄
編
序
）
と
、
中
国
本
土

で
衰
え
た
文
運
は
、
あ
と
十
年
も
す
れ
ば
日
本
で
盛
り
上
が
る
と

言
っ
て
い
る
点
か
ら
推
測
で
き
る
。
そ
し
て
、
祖
侠
は
こ
の
当
代
に

お
け
る
文
運
の
興
隆
の
最
終
段
階
に
自
ら
が
与
る
、
つ
ま
り
そ
の
総

仕
上
げ
を
彼
の
首
唱
す
る
古
文
辞
派
の
文
学
運
動
が
果
た
す
こ
と
を

期
待
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
（
『
祖
採
集
』
八
「
叙
江
若
水
詩
」
、
同
二
六
「
与

江
若
水
」
５
、
同
二
七
「
与
佐
吻
真
」
ｌ
、
「
与
松
霞
沼
」
、
『
柤
棟
集
槁
』
「
与

県
次
公
」
５
付
書
）
。

と
こ
ろ
で
、
一
般
に
柤
棟
の
古
文
辞
学
と
い
う
と
、
そ
れ
に
よ
っ

て
先
王
の
道
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
手
段
、
つ
ま
り
古
代
の
言
語

を
正
確
に
読
み
取
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
は
じ
め
て
先
王
の
道
が
記

さ
れ
た
六
経
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
う
る
、
そ
の
階
梯
で
あ
る
と
理

解
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
柤
棟
学
成
立
以
後
の
柤
棟
の
古
文
辞
学
は
、

そ
う
理
解
し
て
問
題
な
い
。
し
か
し
、
柤
棟
学
成
立
以
前
の
柤
棟
の

古
文
辞
学
に
対
す
る
態
度
は
、
む
し
ろ
手
段
が
目
的
に
化
し
て
し

ま
っ
て
い
る
感
を
否
め
な
い
。
つ
ま
り
、
先
王
の
道
を
明
ら
か
に
す

る
手
段
と
し
て
の
古
文
辞
学
で
は
な
く
、
文
学
運
動
と
し
て
の
古
文

辞
学
の
興
隆
が
、
彼
の
関
心
の
中
心
事
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ

れ
に
は
、
お
そ
ら
く
二
つ
の
密
接
に
関
連
し
た
理
由
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
一
つ
は
柤
侠
学
成
立
以
前
の
祖
侠
の
最
大
の
思
想
関
心
で

あ
る
仁
斎
学
へ
の
対
抗
意
識
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
柤
棟
の
日
本
に

（
型
）

お
け
る
「
文
」
の
位
置
に
対
す
る
現
状
認
識
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

後
者
に
つ
い
て
考
え
る
。

柤
棟
は
、
「
有
相
氏
の
馬
上
を
以
て
海
内
を
定
め
し
自
り
、
歴
代

相
承
け
、
控
弦
俗
と
成
る
。
事
大
小
と
無
く
、
一
切
武
断
、
文
字
を

事
と
す
る
こ
と
亡
し
。
神
祖
の
龍
興
し
、
墳
素
を
崇
尚
す
る
に
及
び

至
り
て
、
凡
百
の
制
度
、
二
代
に
監
み
、
郁
郁
乎
と
し
て
文
、
海
内

座
然
と
し
て
風
に
郷
ふ
こ
と
弦
に
百
年
。
然
れ
ど
も
猶
尚
ほ
政
、
其

の
民
に
因
り
、
民
、
俗
を
改
め
ず
。
操
触
の
士
、
其
の
材
を
用
ふ
る

を
獲
る
こ
と
瞳
塵
乎
た
り
」
（
『
祖
採
集
』
十
「
贈
対
書
記
雨
伯
陽
叙
」
）
、

「
蓋
し
嘗
て
以
へ
ら
く
、
吾
が
東
方
、
帝
降
り
て
王
た
り
し
由
り
、

控
弦
俗
と
成
り
、
士
大
夫
の
間
、
業
に
自
ら
一
道
有
り
。
以
て
世
よ

相
沿
承
し
是
れ
を
伝
ふ
。
経
術
を
妾
引
し
、
其
の
行
事
を
修
飾
せ
ず

と
雛
も
、
頗
る
能
く
信
を
明
ら
か
に
し
義
を
昭
ら
か
に
す
。
…
…
政

治
に
至
り
て
は
、
一
切
武
断
。
逢
披
の
子
、
果
た
し
て
世
に
贄
旅
た

り
」
（
同
二
七
「
与
県
雲
洞
」
２
）
、
「
今
の
世
を
希
ひ
進
を
求
む
る
者
は
、

則
ち
諏
ち
相
謂
ひ
て
曰
く
、
薄
海
の
内
、
短
後
急
装
し
、
長
剣
を
曳

き
、
怒
馬
を
躍
ら
す
者
、
活
沼
と
し
て
皆
な
是
れ
な
り
。
吏
以
て
師

と
為
り
、
三
尺
を
奉
ず
。
武
断
是
れ
を
舎
き
て
は
君
子
に
非
ざ
る
な

り
。
則
ち
搗
藻
春
龍
の
如
き
も
、
笑
ぞ
殿
最
に
益
あ
ら
ん
や
」
（
同

八
「
叙
江
若
水
詩
」
）
、
「
我
が
邦
数
百
年
来
、
一
切
武
断
。
文
儒
の
職

は
顧
問
応
対
に
備
ふ
る
の
み
。
豈
に
能
く
朝
政
の
得
失
を
言
は
ん
や
」
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（
同
二
三
「
与
藪
震
番
」
Ⅲ
）
、
「
此
の
方
の
儒
は
、
国
家
の
政
に
与
ら
ず
、

終
身
官
を
遷
ら
ず
。
贄
旋
の
如
く
然
り
」
（
同
二
七
「
答
屈
景
山
」
ｌ
）

と
、
日
本
を
鎌
倉
以
来
、
非
常
に
「
武
」
に
偏
っ
た
国
で
あ
り
、
こ

れ
に
対
し
て
上
述
の
よ
う
に
江
戸
開
府
以
来
、
次
第
に
文
運
は
上
昇

し
て
き
た
も
の
の
、
そ
の
政
治
体
制
は
依
然
「
武
」
に
偏
し
た
ま
ま

で
あ
り
、
「
文
」
を
担
当
す
る
は
ず
の
儒
者
が
「
世
の
贄
流
」
に
な
っ

て
い
る
と
認
識
し
て
い
た
。

問
題
は
、
こ
の
現
状
に
ど
う
対
処
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
直
ち
に
思
い
つ
く
の
が
、
仁
斎
が
こ
の
「
文
」
「
武
」

の
問
題
に
対
し
て
と
っ
た
態
度
で
あ
ろ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
仁
斎

は
治
道
に
お
け
る
「
文
」
の
「
武
」
に
対
す
る
優
位
を
主
張
す
る
（
『
童

子
問
』
中
訓
、
『
古
学
先
生
文
集
』
一
「
送
山
口
勝
隆
序
」
）
。
こ
の
こ
と
が

た
だ
ち
に
、
仁
斎
が
現
状
の
武
断
的
体
制
に
対
し
て
否
定
的
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
だ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
五
井
蘭
州

は
仁
斎
の
こ
う
し
た
考
え
を
功
利
的
と
評
し
て
お
り
、
ま
た
柤
侠
も

仁
斎
の
思
想
傾
向
に
対
し
て
藺
州
同
様
の
意
見
を
抱
い
て
い
た
と
思

（
弱
）

わ
れ
る
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
、
仁
斎
に
限
ら
ず
、
当
時
の
日
本
の

儒
者
は
基
本
的
に
こ
の
「
文
」
と
「
武
」
の
齪
齢
を
感
じ
て
い
た
で

（
妬
）

あ
ろ
う
。
柤
侠
は
こ
の
「
文
」
「
武
」
の
齪
鮪
感
か
ら
、
「
文
」
の
「
武
」

に
対
す
る
優
位
を
主
張
す
る
こ
と
を
、
現
状
否
定
の
思
想
に
結
び
つ

く
も
の
と
理
解
し
、
こ
れ
に
対
す
る
意
味
で
日
本
の
当
代
の
政
治
体

制
の
武
断
的
性
格
を
そ
の
ま
ま
容
認
し
よ
う
と
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。

そ
の
こ
と
は
、
「
聖
人
の
国
の
治
め
は
、
其
国
の
風
俗
に
従
ひ
候
事

に
候
得
ば
、
武
士
の
風
儀
は
源
平
よ
り
以
前
之
風
儀
を
ば
先
其
儘
に

（
”
）

し
て
…
…
」
（
『
答
問
書
』
下
）
と
い
う
記
述
か
ら
も
伺
わ
れ
る
。
こ
の

よ
う
に
柤
棟
は
体
制
の
武
断
的
性
格
を
そ
の
ま
ま
容
認
し
、
な
お
か

つ
自
ら
は
「
世
の
贄
流
」
と
し
て
の
儒
者
の
位
置
に
身
を
置
き
な
が

ら
、
逆
に
そ
れ
を
「
世
は
史
を
以
て
儒
を
豚
る
。
儒
又
た
何
ぞ
能
く

史
の
外
に
毫
髪
為
ら
ん
や
。
刀
筆
に
頂
瓊
た
る
、
其
れ
諸
れ
之
を
其

の
主
に
素
餐
せ
ず
と
謂
ふ
の
み
。
…
：
・
迺
ち
何
ぞ
経
を
五
侯
七
貴
の

門
に
横
た
へ
、
強
ひ
て
其
の
聴
く
を
欲
せ
ざ
る
所
を
賭
し
く
せ
ん
や
」

（
『
祖
採
集
』
二
七
「
与
県
雲
洞
」
２
）
と
、
儒
は
文
字
を
業
と
す
る
者
で

あ
っ
て
こ
そ
よ
い
、
諸
侯
の
師
と
な
っ
て
実
際
政
治
に
参
与
す
る
よ

う
な
こ
と
は
望
む
と
こ
ろ
で
は
な
い
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

当
時
の
日
本
の
儒
者
は
「
武
」
に
偏
し
た
政
治
体
制
の
中
で
、
ま
た

科
挙
の
よ
う
な
手
段
を
も
た
ず
、
実
際
政
治
に
参
与
し
難
い
と
い
う
、

儒
者
と
し
て
の
存
在
意
義
を
根
底
か
ら
疑
わ
れ
る
よ
う
な
状
況
に
置

か
れ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
こ
れ
に
対
し
て
外
来
思
想
を
盾
に
現
実
の

変
更
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
運
命
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
、

政
治
体
制
の
「
武
」
と
無
関
係
に
、
儒
者
は
む
し
ろ
狭
義
の
「
文
」
、

す
な
わ
ち
文
学
的
事
業
に
励
む
べ
き
だ
、
と
い
う
の
が
当
時
の
祖
侠

の
考
え
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
に
お
い
て
は
文
章

を
業
と
す
る
こ
と
自
体
が
、
そ
の
ま
ま
思
想
的
営
為
と
な
る
と
い
う

の
が
、
祖
棟
の
古
文
辞
学
採
用
の
理
由
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
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れ
る
。
「
前
修
三
不
朽
の
説
を
歴
選
し
、
断
然
其
の
下
た
る
者
を
執
る
。

唯
だ
是
れ
の
み
以
て
古
と
徒
為
る
可
し
、
唯
だ
是
れ
の
み
以
て
百
世

の
聖
人
を
族
ち
て
弐
は
ざ
る
可
し
、
唯
だ
是
れ
の
み
以
て
天
地
の
間

に
素
餐
せ
ざ
る
可
し
」
（
回
と
、
古
人
の
言
う
「
徳
」
「
功
」
「
言
」

の
「
三
不
朽
」
の
う
ち
「
言
」
を
選
ん
で
こ
そ
、
天
地
の
間
に
素
餐

（
配
）

し
な
い
と
言
う
の
も
、
同
じ
考
え
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
、
「
大
東
の
文
章
我
れ
を
族
ち
て
興
る
。
今
日
の
盛
ん
な
る
は
、

振
古
に
無
き
所
、
…
…
是
れ
豈
に
人
力
な
ら
ん
や
、
抑
そ
も
天
意
な

り
。
…
…
不
俵
未
だ
五
十
に
及
ば
ざ
り
し
自
り
、
既
已
に
服
暦
し
て

命
を
知
り
、
諸
侯
の
間
に
聞
達
を
求
め
ず
。
或
い
は
召
す
者
有
れ
ば
、

柳
ち
辞
す
る
に
疾
を
以
て
す
。
…
…
天
伯
し
我
れ
を
餓
ゑ
し
め
ん
か
、

何
ぞ
刺
ち
我
れ
を
し
て
斯
文
に
与
ら
し
め
ん
や
」
（
『
祖
採
集
拾
遺
』
上

「
与
県
次
公
」
２
）
と
、
柤
棟
は
古
文
辞
学
の
普
及
に
よ
る
日
本
の
文

運
の
興
隆
に
、
天
の
自
ら
に
与
え
た
使
命
を
見
出
だ
す
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
祖
侠
の
考
え
が
、
「
道
」
を
行
え
な
い
運
命
を

そ
の
ま
ま
受
け
容
れ
、
そ
の
経
害
化
と
い
う
文
事
に
使
命
を
見
出
し

た
、
そ
の
孔
子
観
と
酷
似
す
る
こ
と
は
、
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も

あ
る
ま
い
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
柤
棟
学
成
立
以
前
の
柤
棟
は
自
ら
文
学
者
と

し
て
の
立
場
を
選
び
、
当
代
に
お
け
る
古
文
辞
学
の
普
及
に
使
命
を

感
じ
、
そ
の
興
隆
を
熱
望
し
て
い
た
わ
け
だ
が
、
「
予
始
め
は
則
ち

以
謂
へ
ら
く
、
古
文
辞
或
い
は
世
に
行
は
れ
ん
か
、
と
。
是
れ
殆
ん

ど
然
ら
ず
」
（
『
祖
採
集
』
一
二
「
与
滕
東
壁
」
４
）
、
「
大
氏
吾
が
党
の
士
、

東
壁
既
に
残
し
、
詩
は
唯
だ
服
・
平
の
二
生
と
足
下
と
の
み
。
宇
宙

荘
莊
た
る
も
、
唯
だ
唐
・
明
と
今
と
。
而
る
に
世
に
人
を
数
へ
ず
。

天
の
才
を
生
ず
る
こ
と
、
豈
に
報
か
ら
ず
や
」
（
同
二
四
「
与
墨
君
徽
」

５
）
、
「
大
氏
東
壁
の
上
賓
し
、
台
下
の
絆
に
就
き
し
自
り
し
て
、
一

時
の
諸
子
、
筍
く
も
火
に
眉
し
む
に
非
ず
ん
ば
、
則
ち
衣
食
に
奔
走

す
。
素
業
零
落
し
て
将
に
尽
き
ん
と
す
。
文
運
の
終
に
は
興
ら
ざ
る

な
り
。
」
（
同
二
十
「
与
掎
蘭
侯
」
Ⅳ
）
と
い
う
よ
う
に
、
祖
侠
の
こ
の

（
羽
）

希
望
は
つ
い
に
実
現
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ち
な
み

に
、
柤
棟
の
「
天
の
籠
霊
」
「
天
命
」
或
い
は
そ
れ
に
類
す
る
語
の

使
用
時
期
は
、
大
き
く
柤
侠
四
十
九
～
五
十
歳
の
頃
の
グ
ル
ー
プ
と

（
釦
）

五
十
五
歳
の
と
き
の
グ
ル
ー
プ
と
の
二
つ
に
分
か
れ
る
。
こ
こ
で
、

興
味
深
い
の
は
、
こ
の
時
期
が
沮
棟
が
古
文
辞
の
普
及
に
使
命
を
感

じ
た
時
期
と
そ
の
挫
折
を
認
め
た
時
期
に
ほ
ぼ
対
応
す
る
こ
と
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
柤
採
学
成
立
以
前
の
、
日
本
に
お
け
る
「
文
」
の
在

り
方
と
い
う
問
題
を
中
心
に
し
た
「
命
」
に
対
す
る
態
度
と
、
柤
侠

学
成
立
以
後
の
「
道
」
を
伝
え
る
と
い
う
孔
子
観
を
中
心
に
し
た
「
命
」

に
対
す
る
考
え
が
、
柤
棟
自
身
の
実
生
活
上
の
「
知
命
」
に
よ
っ
て
、

奇
妙
に
リ
ン
ク
し
て
い
る
。
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以
上
、
但
棟
の
思
想
に
お
け
る
天
命
説
と
政
治
的
思
考
と
の
関
係

を
、
第
三
、
四
、
五
節
と
考
察
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
点

か
ら
判
断
す
る
限
り
、
柤
侠
の
天
命
説
は
、
む
し
ろ
そ
の
政
治
的
思

考
に
優
位
す
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
の
が
本
稿
の
結
論
で
あ
る
。

し
か
し
、
残
さ
れ
た
課
題
は
多
い
。
そ
の
中
で
、
こ
こ
で
は
、
第

二
節
で
保
留
し
て
お
い
た
「
敬
鬼
神
」
の
問
題
に
対
す
る
筆
者
の
現

段
階
に
お
け
る
考
え
を
簡
単
に
記
し
て
お
き
た
い
。

結
論
か
ら
言
え
ば
、
鬼
神
説
は
天
命
説
の
応
用
で
あ
る
と
い
う
の

が
、
筆
者
の
基
本
的
考
え
で
あ
る
。
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
祖
侠

が
鬼
神
に
関
し
て
「
仁
」
と
「
知
」
の
二
つ
の
側
面
か
ら
考
察
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
祖
侠
は
、
「
人
の
生
は
仁
を
負
ひ
知
を
抱
」
い

て
お
り
、
よ
っ
て
人
間
の
鬼
神
へ
の
関
わ
り
方
に
も
、
こ
の
二
つ
の

方
面
が
あ
る
と
言
う
。
「
仁
」
に
お
け
る
関
わ
り
方
と
は
、
天
下
の

物
は
そ
の
養
い
を
失
っ
て
は
存
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
鬼
神

と
雛
も
廟
食
し
て
養
う
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。
「
知
」
に
お
け

る
関
わ
り
方
と
は
、
「
鬼
」
を
「
神
」
な
る
存
在
と
捉
え
る
必
要
が

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
以
上
、
『
祖
採
集
』
一
七
「
私
擬
対
策
鬼
神
一

道
蛾
耐
愉
」
。
以
下
「
私
擬
対
策
」
と
略
す
）
。
で
は
、
こ
の
「
鬼
」
を
「
神
」

な
る
存
在
と
捉
え
る
と
は
、
ど
う
い
う
意
味
か
。
柤
棟
は
鬼
神
を
、

六
、
「
敬
鬼
神
」
の
位
置
付
け

人
鬼
（
主
に
祖
先
の
霊
魂
）
を
天
神
に
帰
す
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。

つ
ま
り
、
人
は
天
［
地
］
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
の
だ
か
ら
、
死
ね
ば
そ

の
生
ま
れ
て
き
た
場
所
に
帰
し
て
や
る
の
だ
と
言
う
（
以
上
、
『
弁
名
』

下
「
天
命
帝
鬼
神
」
吃
）
。
そ
し
て
、
「
畢
寛
天
地
は
活
物
に
て
神
妙
不

測
な
る
物
に
候
…
…
天
地
の
妙
用
は
、
人
智
の
及
ば
ざ
る
所
に
候
。

草
木
の
花
さ
き
み
の
り
、
水
の
流
れ
山
の
時
ち
候
よ
り
、
烏
の
と
び

獣
の
は
し
り
、
人
の
立
居
物
を
い
ふ
ま
で
も
、
い
か
な
る
か
ら
く
り

と
い
ふ
こ
と
を
し
ら
ず
候
」
（
『
柤
侠
先
生
答
間
書
』
上
）
と
い
う
よ
う
に
、

そ
の
天
［
地
］
は
不
可
測
性
を
特
色
と
し
て
お
り
、
つ
ま
り
、
「
鬼
」

を
「
神
」
な
る
存
在
と
捉
え
る
と
は
、
人
間
の
「
知
」
的
営
為
が
問

題
に
し
よ
う
と
す
る
祖
先
の
霊
魂
の
存
在
を
不
可
測
と
捉
え
る
こ
と

で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
「
仁
」
「
知
」
二
つ
の
面
か
ら
の
考
察
が
、

第
三
節
図
４
等
の
「
天
」
或
い
は
「
民
」
の
位
置
に
「
鬼
神
」
を
置

き
換
え
た
発
想
で
あ
る
こ
と
は
、
明
白
で
あ
ろ
う
ｌ
側
。

た
だ
し
、
こ
の
不
可
測
と
い
う
の
は
、
単
に
否
定
的
に
そ
の
有
無

の
判
断
の
不
可
能
を
主
張
す
る
の
で
は
な
い
。
祖
侠
は
「
有
無
と
は

鬼
神
の
跡
な
り
。
…
…
無
由
り
し
て
有
に
之
く
、
之
を
神
と
謂
ひ
、

有
由
り
し
て
無
に
之
く
、
之
を
鬼
と
謂
ふ
。
惟
だ
夫
れ
其
の
之
く
に

於
け
る
や
、
以
て
鬼
神
の
情
状
を
知
る
可
き
な
り
」
（
「
私
擬
対
策
」
）
と
、

有
無
の
判
断
自
体
が
、
こ
の
動
を
本
質
と
す
る
世
界
を
死
物
化
し
て

捉
え
る
二
義
に
落
ち
た
見
方
で
あ
り
、
こ
の
世
界
を
「
活
物
」
と
捉

え
て
こ
そ
「
鬼
神
の
情
状
を
知
る
」
こ
と
が
で
き
る
、
と
言
う
の
で
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あ
る
。
そ
し
て
、
「
鬼
神
の
情
状
」
を
知
る
こ
と
の
で
き
た
聖
人
が
、

鬼
神
の
礼
（
「
幽
明
生
死
の
礼
」
）
を
「
教
へ
の
術
」
と
し
て
立
て
て
い

る
以
上
（
『
弁
名
』
下
「
天
命
帝
鬼
神
」
里
、
「
鬼
」
の
存
在
は
疑
い
よ

う
の
な
い
事
実
で
あ
る
（
同
Ⅱ
）
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
人
鬼
を
天
神
に

帰
す
る
と
い
う
但
侠
の
鬼
神
説
は
、
「
先
王
の
道
は
、
諸
を
天
に
本

づ
け
、
天
道
を
奉
じ
て
之
を
行
ひ
、
其
の
柤
考
を
祀
り
、
諸
を
天
に

合
す
。
道
の
由
り
て
出
づ
る
所
な
れ
ば
な
り
。
故
に
鬼
と
神
と
を
合

す
る
は
、
教
へ
の
至
り
な
り
」
（
同
哩
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
聖
人

配
天
説
と
密
接
な
関
連
が
あ
る
（
お
そ
ら
く
、
柤
棟
の
敬
天
説
に
政
教
の

神
秘
化
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
生
じ
る
の
は
、
こ
の
「
道
」
を
制
作
し
た
聖

人
を
天
に
配
す
る
と
い
う
考
え
に
よ
ろ
う
。
し
か
し
、
聖
人
を
天
に
配
し
て
「
道
」

を
神
秘
化
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
天
に
配
さ
れ
る
ほ
ど
聖
人
に
よ
る
「
道
」
の

制
作
が
神
秘
的
で
あ
る
の
か
は
、
軽
々
に
は
断
じ
が
た
い
）
。
し
か
し
、
聖

人
は
天
と
合
し
て
一
に
な
る
（
『
弁
名
』
上
「
聖
」
３
）
の
に
対
し
て
、

人
鬼
は
「
天
か
鬼
か
、
一
か
二
か
、
是
れ
未
だ
知
る
可
か
ら
ざ
る
な

り
。
故
に
聖
人
礼
を
制
し
、
諸
を
天
に
帰
す
と
日
ふ
と
雛
も
、
亦
た

未
だ
敢
へ
て
之
を
一
に
せ
ず
。
敬
の
至
り
な
り
。
教
へ
の
術
な
り
」

（
『
弁
名
』
下
「
天
命
帝
鬼
神
」
皿
）
と
、
実
際
に
天
と
一
か
ど
う
か
は
分

か
ら
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
教
へ
の
術
な
り
」
と
い
う
の
は
、
鬼
神
は
教
化
の
手
段
と
し
て
聖

人
が
立
て
た
礼
で
あ
る
と
い
う
意
で
あ
り
、
「
敬
の
至
り
な
り
」
と

い
う
の
は
、
天
を
敬
す
る
至
り
と
し
て
、
人
鬼
を
天
と
同
列
に
並
べ

る
が
ご
と
き
不
遜
は
結
局
は
で
き
な
い
と
い
う
意
で
あ
ろ
う
か
ら
、

や
は
り
天
［
・
聖
人
］
と
人
鬼
と
の
間
に
は
価
値
の
優
劣
が
あ
る
と
、

柤
棟
は
見
倣
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
ｌ
⑥
。

さ
て
、
上
述
の
よ
う
に
、
祖
棟
は
天
地
を
不
可
測
と
捉
え
た
。
ま

た
、
そ
れ
が
不
可
測
で
あ
る
理
由
は
、
「
活
物
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
こ
の
「
活
物
」
の
ゆ
え
に
、
「
惣
じ
て
世
間
一
切
の
事
、

人
智
人
力
の
と
ず
き
候
限
り
有
之
事
に
候
。
天
地
も
活
物
、
人
も
活

物
に
候
故
、
天
地
と
人
と
の
出
合
候
上
、
人
と
人
と
の
出
合
候
上
に

は
、
無
尽
之
変
動
出
来
り
、
先
達
而
計
知
候
事
は
不
成
物
に
候
」

（
『
柤
棟
先
生
答
問
書
』
下
）
と
、
世
界
に
は
一
般
化
に
よ
る
類
推
を
許

容
し
な
い
無
数
の
個
別
的
な
事
態
の
み
が
存
在
す
る
。
こ
こ
に
見
ら

れ
る
柤
侠
の
分
裂
、
差
異
、
特
殊
性
の
認
識
は
、
単
に
そ
の
世
界
観

だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
そ
の
歴
史
観
、
人
間
観
に
通
底
す
る
沮
棟
学

（
別
）

の
基
調
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
人
心
の
同
じ
か
ら
ざ
る
こ
と
其
の
面

の
如
し
」
（
『
左
伝
』
襄
公
三
一
年
）
と
い
う
の
が
、
柤
棟
の
基
本
的
な

人
間
認
識
で
あ
る
。
そ
し
て
、
柤
棟
は
こ
の
差
異
、
分
裂
し
た
世
界

を
止
揚
す
る
た
め
に
、
単
に
そ
れ
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の

状
況
が
そ
の
ま
ま
で
意
味
を
も
つ
よ
う
な
、
あ
る
要
素
を
導
入
す
る
。

そ
れ
が
「
命
」
で
あ
る
。
「
然
り
と
雛
も
、
命
を
知
ら
ず
ん
ば
、
以

て
君
子
為
る
こ
と
無
し
。
…
…
天
の
命
ず
る
を
之
れ
性
と
謂
ふ
。
入

ご
と
に
其
の
性
を
殊
に
し
、
性
ご
と
に
其
の
徳
を
殊
に
す
。
財
を
達

し
器
を
成
す
は
、
得
て
一
に
す
可
か
ら
ず
。
．
・
・
・
：
大
な
る
者
は
大
生
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し
、
小
な
る
者
は
小
生
す
。
豈
に
小
な
る
者
の
大
生
す
る
を
欲
せ
ざ

ら
ん
や
。
実
に
命
同
じ
か
ら
ず
。
君
子
は
命
を
知
る
。
故
に
之
を
強

ひ
ず
」
。
そ
し
て
、
こ
の
「
命
」
に
よ
っ
て
、
こ
の
差
異
、
分
裂
し

た
世
界
が
統
一
さ
れ
、
つ
ま
り
、
個
々
の
生
が
、
「
天
」
と
い
う
一

つ
の
大
き
な
意
志
に
よ
っ
て
、
そ
の
意
味
を
照
し
出
さ
れ
る
。
こ
う

し
た
分
裂
↓
統
一
と
い
う
発
想
は
、
「
聖
人
の
未
だ
興
起
せ
ざ
る
や
、

其
の
民
散
じ
て
統
無
し
、
母
有
る
を
知
り
て
、
父
有
る
を
知
ら
ず
。

子
孫
の
四
方
に
適
き
て
問
は
ず
。
其
の
士
に
居
り
、
其
の
物
を
享
け

て
、
其
の
基
づ
く
所
を
識
る
莫
し
。
死
し
て
葬
無
く
、
亡
ん
で
祭
無

し
。
鳥
獣
に
群
し
て
以
て
砠
落
し
、
草
木
と
倶
に
消
歌
す
。
民
是
を

以
て
福
無
し
。
蓋
し
人
極
の
凝
ら
ざ
る
な
り
。
故
に
聖
人
の
鬼
を
制

し
、
以
て
其
の
民
を
一
統
し
：
：
．
．
」
（
「
私
擬
対
策
」
）
と
、
そ
の
「
鬼

（
犯
）

神
の
礼
」
観
に
も
応
用
さ
れ
て
い
よ
う
ｌ
㈲
。
こ
の
側
㈲
㈲
三
点
か

ら
、
柤
棟
の
鬼
神
説
は
天
命
説
の
応
用
で
は
な
い
か
と
い
う
見
通
し

を
、
筆
者
は
も
っ
て
い
る
。

註＊
『
弁
道
』
『
弁
名
』
『
学
則
』
の
引
用
、
そ
の
条
数
を
示
す
算
用
数

字
は
日
本
思
想
大
系
弱
『
荻
生
柤
侠
』
（
岩
波
書
店
）
に
、
『
政
談
』

の
引
用
は
岩
波
文
庫
に
拠
っ
た
。
『
祖
採
集
』
『
祖
採
集
拾
遺
』
の
引

用
は
〈
近
世
儒
家
文
集
集
成
３
〉
『
祖
採
集
』
（
ぺ
り
か
ん
社
）
に
拠

り
、
ま
た
そ
の
算
用
数
字
は
各
巻
内
で
の
同
人
宛
書
簡
の
通
し
番
号

を
示
す
。
そ
の
他
の
引
用
は
『
荻
生
柤
侠
全
集
』
（
み
す
ず
書
房
）

（
１
）
中
井
竹
山
『
非
徴
』
巻
之
三
、
一
丁
。
尾
藤
二
洲
『
正
学
指
掌
』

附
録
。

（
２
）
丸
山
真
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一

九
五
二
年
。

（
３
）
日
本
思
想
大
系
部
『
荻
生
柤
侠
』
解
説
、
岩
波
書
店
、
一
九
七

三
年
。

（
４
）
実
定
的
レ
ベ
ル
ー
田
原
嗣
郎
『
柤
棟
学
の
世
界
』
東
京
大
学

出
版
会
、
一
九
九
一
年
等
。
礼
楽
制
作
の
基
礎
と
な
る
現
実
認
識
の

方
法
上
Ｉ
平
石
直
昭
「
柤
棟
学
の
再
構
成
」
（
『
思
想
』
七
六
六
、

一
九
八
八
年
）
等
。

（
５
）
政
治
に
お
け
る
非
合
理
的
要
素
の
存
在
ｌ
渡
辺
浩
『
近
世
日

本
社
会
と
宋
学
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
）
第
二
章
第

四
節
、
第
三
章
等
。
「
作
為
」
の
「
自
然
」
性
Ｉ
小
島
康
敬
「
柤

棟
に
お
け
る
『
天
』
と
『
作
為
』
」
（
『
日
本
思
想
史
学
』
九
、
一
九

七
七
年
、
の
ち
『
柤
棟
学
と
反
柤
侠
』
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
八
七
年

所
収
、
更
に
『
増
補
版
柤
侠
学
と
反
柤
侠
』
同
、
一
九
九
四
年
所
収
）
、

黒
住
真
「
活
物
的
世
界
に
お
け
る
聖
人
の
道
ｌ
荻
生
柤
侠
の
場
合
ｌ
」

（
『
倫
理
学
年
報
』
二
七
集
、
一
九
七
八
年
）
、
相
良
亨
『
日
本
の
思
想
』

（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
八
九
年
）
四
「
天
」
等
。

（
６
）
澤
井
啓
一
「
〈
方
法
〉
と
し
て
の
古
文
辞
学
」
（
『
思
想
』
七
六
六
、

一
九
八
八
年
）
、
「
荻
生
柤
侠
に
お
け
る
『
天
』
と
『
人
情
』
」
（
『
東

洋
の
思
想
と
宗
教
』
５
、
一
九
八
八
年
）
。

所
収
の
も
の
に
そ
れ
ぞ
れ
拠
っ
た
。
ま
た
、
『
論
語
徴
』
の
章
数
を

示
す
算
用
数
字
は
、
上
記
全
集
の
分
章
に
従
っ
た
。
な
お
、
書
き
下

し
文
は
、
そ
れ
ぞ
れ
若
干
上
記
の
も
の
を
改
め
た
部
分
が
あ
る
。
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（
７
）
『
弁
道
』
３
、
ま
た
拙
槁
「
荻
生
祖
棟
の
『
道
』
観
と
朱
子
学

時
代
の
仁
斎
批
判
」
（
『
早
稲
田
大
学
文
学
研
究
科
紀
要
別
冊
第
一
二

集
』
哲
学
・
史
学
編
、
一
九
九
五
年
）
参
照
。
ま
た
、
『
祖
採
集
』

二
八
「
復
安
信
泊
」
６
で
も
「
制
礼
」
の
資
格
は
、
三
代
の
聖
人
に

限
ら
れ
て
い
る
。

（
８
）
『
礼
記
』
礼
運
「
夫
礼
先
王
以
承
天
之
道
、
以
治
人
之
情
」
、
喪

服
四
制
「
凡
礼
之
大
体
、
体
天
地
、
法
四
時
、
則
陰
陽
、
順
人
情
」

等
。
ま
た
、
『
柤
棟
集
』
二
八
「
復
安
瘡
泊
」
６
で
は
、
『
礼
記
』
問

葬
の
「
非
従
天
降
也
、
非
従
地
出
也
、
人
情
已
実
」
を
、
「
人
情
」

に
合
す
る
こ
と
を
求
め
れ
ば
「
行
礼
」
を
誤
ら
な
い
こ
と
の
根
拠
と

し
て
引
用
す
る
。

（
９
）
（
イ
）
Ｉ
註
（
５
）
所
引
渡
辺
書
。
ま
た
、
前
田
勉
『
近
世
日
本

の
儒
学
と
兵
学
』
（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
六
年
）
第
三
章
は
、
こ

の
問
題
を
兵
学
の
観
点
か
ら
捉
え
、
「
敬
天
」
「
敬
鬼
神
」
を
統
御
の

心
構
え
、
手
段
と
解
す
。
（
ロ
）
Ｆ
註
（
４
）
所
引
平
石
論
文
。
（
ハ
）

源
了
圓
「
柤
棟
試
論
」
（
『
季
刊
日
本
思
想
史
』
２
、
一
九
七
六
年
）
、

同
「
柤
棟
・
春
台
に
お
け
る
天
の
観
念
と
鬼
神
観
」
（
『
神
観
念
の
比

較
文
化
論
的
研
究
』
所
収
、
講
談
社
、
一
九
八
一
年
）
、
註
（
５
）
所

引
小
島
論
文
。

（
Ⅲ
）
な
お
、
本
稿
で
朱
子
学
と
い
う
の
は
、
柤
棟
が
批
判
の
対
象
と

し
て
い
る
限
り
で
の
「
朱
子
学
」
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
「
朱
子
学
」

の
性
格
づ
け
に
柤
棟
の
仁
斎
学
批
判
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
参
照
。

（
Ⅱ
）
ま
た
、
「
孔
子
日
、
択
不
処
仁
、
焉
得
知
、
又
日
、
知
者
利
仁
、

是
其
意
謂
知
仁
莫
尚
焉
、
不
知
者
則
又
謂
窮
尽
天
下
之
理
、
而
後
知

仁
莫
尚
焉
、
故
宋
儒
有
格
物
窮
理
之
説
」
（
『
弁
名
』
上
「
智
」
ｌ
）

参
照
。

（
吃
）
ま
た
、
「
先
王
之
道
、
莫
不
本
諸
敬
天
敬
鬼
神
者
焉
、
是
無
乞
、

主
仁
故
也
」
（
『
弁
道
』
別
）
、
「
蓋
天
命
我
為
天
子
為
諸
侯
、
是
任
天

下
国
家
者
也
、
為
大
夫
為
士
、
亦
共
天
職
者
也
。
学
而
成
徳
日
君
子
、

謂
成
安
長
民
国
家
之
徳
、
故
君
子
畏
天
、
至
厳
也
、
仁
以
為
己
任
、

至
重
也
」
（
『
論
語
徴
』
甲
「
学
而
」
３
）
、
「
敬
天
者
、
仁
之
本
也
、

安
民
者
、
仁
之
表
也
」
（
『
讓
園
十
筆
』
六
筆
朋
）
、
同
六
筆
妬
、
第

二
節
側
㈲
参
照
。

（
旧
）
黒
住
真
「
柤
棟
に
お
け
る
学
問
の
基
底
Ｉ
学
と
主
体
の
「
大
」

「
小
」
を
め
ぐ
っ
て
」
（
竹
内
・
西
村
・
窪
田
編
『
日
本
思
想
史
叙
説
』

所
収
、
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
八
二
年
）
も
、
柤
侠
の
言
う
「
仁
」
が
、

「
和
合
的
生
成
の
希
求
」
に
お
い
て
、
「
天
」
よ
り
そ
の
動
機
を
得
て

い
る
、
と
指
摘
す
る
。

（
Ｍ
）
ま
た
『
讓
園
十
筆
』
三
筆
帥
で
は
、
「
道
」
を
当
世
に
行
う
「
通

儒
」
よ
り
も
「
道
」
を
守
っ
て
正
し
く
後
世
に
伝
え
る
「
篤
儒
」
の

ほ
う
が
望
ま
し
い
、
祖
侠
は
言
う
。

（
脂
）
ま
た
、
「
先
王
之
道
、
莫
不
本
諸
敬
天
敬
鬼
神
者
焉
、
是
無
乞
、

主
仁
故
也
、
後
世
儒
者
尚
知
務
窮
理
、
而
先
王
孔
子
之
道
壊
突
、
窮

理
之
弊
、
天
与
鬼
神
、
皆
不
足
畏
」
（
『
弁
道
』
別
）
、
「
古
以
福
善
禍

淫
論
天
道
、
而
不
及
其
他
者
、
教
之
道
為
爾
、
諸
老
先
生
聖
知
自
処
、

以
知
天
自
負
、
故
喜
言
精
微
之
理
、
古
聖
人
所
不
言
者
、
可
謂
戻
道

之
甚
者
也
」
（
『
弁
名
』
下
「
天
命
帝
鬼
神
」
３
）
、
「
夫
自
思
孟
言
知

天
、
而
後
儒
欲
知
天
、
…
…
聖
人
尊
天
之
至
、
唯
日
天
知
我
、
未
嘗

日
知
天
」
（
『
論
語
徴
』
辛
「
季
氏
」
８
）
参
照
。

（
船
）
田
尻
祐
一
郎
「
荻
生
柤
侠
の
孔
子
像
ｌ
『
論
語
徴
』
の
な
か
の

「
知
命
」
Ｉ
」
（
『
論
集
江
戸
の
思
想
』
所
収
、
財
団
法
人
高
崎
哲
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学
堂
設
立
の
会
、
一
九
八
九
年
）
は
、
柤
侠
が
、
天
と
人
間
と
の
関

わ
り
方
に
、
聖
人
の
「
則
天
」
、
孔
子
の
「
信
天
」
、
君
子
の
「
天
職

へ
の
専
心
」
の
三
類
型
を
想
定
し
て
い
る
と
言
う
。

（
Ⅳ
）
ま
た
、
『
弁
名
』
下
「
天
命
帝
鬼
神
」
７
、
『
論
語
徴
』
庚
「
憲

問
」
訂
参
照
。

（
肥
）
前
掲
拙
槁
参
照
。

（
旧
）
野
崎
守
英
『
道
Ｉ
近
世
日
本
の
思
想
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
七
九
年
）
も
、
柤
棟
の
天
命
説
に
お
け
る
旧
の
重
要
性
を
指
摘

す
る
。

（
別
）
孔
子
の
時
代
が
「
革
命
の
秋
」
で
あ
る
と
の
考
え
は
、
『
弁
名
』

上
「
道
」
２
、
『
論
語
徴
』
己
「
先
進
」
１
に
も
、
ま
た
、
「
顔
子
」

が
聖
人
で
あ
る
と
の
考
え
は
、
『
論
語
徴
』
丁
「
述
而
」
Ⅲ
に
も
記

述
が
あ
る
。

（
別
）
「
革
命
の
秋
」
と
い
っ
て
も
、
「
孔
子
難
聡
明
容
知
、
文
武
之
道

未
堕
地
、
故
未
能
制
作
」
（
『
論
語
徴
』
戊
「
子
羊
」
６
）
と
い
う
言

に
徴
す
限
り
、
結
局
は
、
ま
だ
孔
子
の
時
代
、
周
の
礼
楽
は
地
に
堕

ち
き
っ
て
は
お
ら
ず
、
礼
楽
制
作
の
機
は
到
来
し
て
い
な
か
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

（
〃
）
「
六
経
残
欠
、
其
不
可
得
而
識
者
、
亦
復
不
鮮
、
君
子
於
其
所

不
知
、
蓋
閾
如
也
、
豈
足
以
為
恥
乎
、
…
…
不
伎
則
以
為
道
之
大
、

豈
庸
劣
之
所
能
知
乎
、
聖
人
之
心
、
唯
聖
人
而
後
知
之
、
亦
非
今
人

所
能
知
也
、
…
…
儒
者
之
業
、
唯
守
章
句
、
伝
諸
後
世
、
陳
力
就
列
、

唯
是
其
分
、
若
其
道
、
則
以
族
後
聖
人
」
（
『
柤
侠
集
』
二
八
「
復
安

瘡
泊
」
３
）
、
「
伝
礼
者
、
仲
尼
之
徒
是
也
、
：
：
：
奈
其
散
軟
、
聖
人

之
智
不
可
測
、
而
散
軟
之
多
、
不
得
類
推
以
識
之
、
故
烙
守
残
経
、

不
敢
剛
以
私
見
、
是
今
日
儒
者
所
務
」
（
同
６
）
と
、
儒
者
が
伝
え

る
六
経
は
残
欠
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
私
智
に
よ
っ
て
推
し
測
る
の

で
は
な
く
、
「
夫
六
経
残
欠
実
、
生
於
今
世
、
執
見
其
全
、
命
也
」

（
『
学
則
』
七
）
と
、
そ
の
残
欠
を
も
「
命
」
と
し
て
受
け
入
れ
る
べ

き
だ
と
、
祖
侠
は
言
う
。

（
路
）
以
下
、
本
節
の
叙
述
は
、
基
本
的
に
い
わ
ゆ
る
柤
侠
学
成
立
以

前
の
も
の
で
あ
る
。
中
に
は
後
年
の
資
料
も
混
ざ
る
が
、
そ
れ
も
成

立
以
前
の
考
え
と
矛
盾
し
な
い
と
筆
者
が
判
断
し
た
範
囲
の
も
の
で

あ
る
。

（
別
）
前
者
に
つ
い
て
は
、
私
見
で
は
、
柤
棟
が
仁
斎
の
文
学
説
を
明

末
の
反
古
文
辞
派
の
公
安
派
・
寛
陵
派
に
相
当
す
る
と
見
倣
す
こ
と

で
仁
斎
学
の
性
格
づ
け
を
図
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
思
想
的
に
仁
斎
学

を
叩
こ
う
と
し
て
古
文
辞
派
の
文
学
理
論
を
採
用
し
た
と
考
え
る
。

（
妬
）
五
井
藺
州
の
仁
斎
評
に
関
し
て
は
、
中
村
幸
彦
「
古
義
学
雑
感
」

（
日
本
思
想
大
系
調
『
伊
藤
仁
斎
伊
藤
東
涯
』
月
報
、
岩
波
書
店
、

一
九
七
一
年
）
参
照
。
祖
侠
が
仁
斎
の
文
武
観
を
直
接
批
判
す
る
例

は
見
当
ら
な
い
が
、
柤
侠
は
一
時
、
仁
斎
を
筍
子
や
王
安
石
に
比
し

て
そ
の
思
想
傾
向
の
急
進
性
を
批
判
し
て
お
り
（
自
筆
本
『
読
筍
子
』

性
悪
篇
、
『
讓
園
十
筆
』
二
筆
帥
、
船
）
、
こ
れ
は
蘭
州
の
仁
斎
批
判

と
そ
の
方
向
を
同
じ
く
す
る
。

（
別
）
註
（
５
）
所
引
渡
辺
書
、
第
二
章
第
二
節
参
照
。

（
〃
）
ま
た
、
「
控
弦
之
俗
、
上
勇
楡
死
、
習
以
成
性
、
国
干
以
彊
、

縦
使
上
聖
美
化
、
必
竣
再
変
、
然
後
可
以
至
於
道
、
故
因
民
之
治
、

就
以
為
教
」
（
『
祖
侠
集
』
九
「
賀
秦
君
五
十
序
」
）
と
、
仮
に
上
古

の
聖
人
が
我
が
国
を
治
め
た
と
し
て
も
、
た
だ
ち
に
そ
の
武
に
偏
し

た
俗
を
改
め
な
い
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
礼
が
俗
を
尊
重
す

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
『
論
語
徴
』
甲
「
学
而
」
Ｅ
参
照
。
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（
犯
）
ま
た
、
「
面
々
こ
う
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
分
裂
し
た
世
界
を
、

種
々
の
制
度
に
よ
っ
て
「
世
界
の
万
民
悉
く
上
の
御
手
に
入
」
れ
よ

う
（
巻
二
と
い
う
『
政
談
』
を
貫
く
モ
チ
ー
フ
も
、
同
様
の
発
想

に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
別
）
黒
住
真
「
荻
生
柤
棟
差
異
の
諸
局
面
」
（
『
現
代
思
想
』
十
巻

（
帥
）
四
十
九
～
五
十
歳
を
中
心
に
す
る
グ
ル
ー
プ
ー
正
徳
四
年

『
祖
採
集
拾
遺
』
上
「
与
県
次
公
害
」
２
。
正
徳
五
年
『
祖
採
集
』

十
「
贈
対
書
記
雨
伯
陽
叙
」
、
同
二
二
「
与
富
春
山
人
」
２
．
享
保

二
年
『
弁
道
』
１
。
五
十
五
歳
を
中
心
に
す
る
グ
ル
ー
プ
‐
１
４
旱
保

五
年
『
祖
採
集
』
二
二
「
与
富
春
山
人
」
７
、
同
上
「
別
幅
」
、
同

二
三
「
与
藪
震
庵
」
５
、
『
祖
採
集
拾
遺
』
上
「
与
県
次
公
」
ｌ
等
。

（
羽
）
三
不
朽
（
『
左
伝
』
襄
公
二
四
年
）
の
う
ち
「
言
」
の
重
要
性

を
言
う
の
は
、
『
祖
採
集
』
十
「
送
雨
顕
允
序
」
、
同
二
二
「
復
子
士

茄
」
２
に
も
。
ま
た
、
柤
棟
は
た
び
た
び
文
章
を
「
経
国
の
大
業
、

不
朽
の
盛
事
」
（
曹
王
「
典
論
論
文
」
）
と
称
す
（
『
祖
採
集
』
二
一
「
与

滕
東
壁
」
蛇
、
同
二
四
「
与
墨
君
徽
」
２
、
同
二
六
「
与
江
若
水
」

８
、
同
二
八
「
復
安
瘡
泊
」
２
、
同
二
九
「
与
悦
峰
和
尚
」
７
）
・

（
別
）
平
石
直
昭
『
荻
生
柤
侠
年
譜
考
』
（
平
凡
社
、
一
九
八
四
年
）

二
五
頁
は
、
柤
侠
が
安
藤
東
野
の
死
に
対
し
て
顔
淵
に
先
立
た
れ

た
孔
子
の
如
く
で
あ
っ
た
と
す
る
『
掎
蘭
台
集
』
の
記
事
を
紹
介
し

て
い
る
。
柤
侠
の
古
文
辞
派
文
学
運
動
挫
折
の
自
覚
に
は
、
こ
の
東

十
二
号
、
一
九
八
二
年
）
参
照
。

な
お
、
年
代
の
設
定
は
前
掲
平
石
書
参
照
。

野
の
死
が
そ
の
一
因
と
な
っ
て
い
よ
う
。

（
早
稲
田
大
学
大
学
院
）
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